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2020年９月14日 

 

ブランディングテクノロジー 株式会社 

 



 

2020年９月14日 

 

新設分割にかかる事前開示書面（変更） 

 

東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル４階 

ブランディングテクノロジー株式会社 

代表取締役社長 木村 裕紀 

 

当社は、2020年７月14日付で新設分割計画書を作成し、2020年７月14日付で会社法第803

条第１項及び会社施行規則第205条に基づく開示を行いましたが、2020年９月14日開催の取

締役会で本新設分割計画書の変更にかかる決議したことに伴い、2020年７月14日付の新設

分割にかかる事前開示書面に変更が生じましたので、会社法施行規則205条第８号に基づき、

下記の項目につき変更後の事項を開示いたします。 

 

記 

 

１．新設分割計画の内容（会社法第803条第１項） 

 本新設分割計画書の変更に伴う、変更内容は別紙「新設分割計画変更書」のとおりです。 

 

以上 



 

 

 

 

 

 

 

【別紙】 

新設分割計画変更書 



新設分割計画変更書 

ブランディングテクノロジー株式会社（以下「当社」という。）は、当社のブランド事

業の一部であるコンテンツマーケティング及び自社メディア運営に関する事業（以下「本

事業」という。）が有する権利義務の一部を、新たに設立する株式会社ファングリー（以

下「新設会社」という。）に承継させる新設分割（以下「本件分割」という。）に関し、

新設分割計画書第９条（事情変更）にしたがい、以下のとおり分割計画を変更するものと

する。 

 

第 １ 条（新設会社の資本金等の額の変更） 

2020年７月14日付の新設分割計画書（以下、「原計画書」という。）第５条の内容を以

下のとおり変更する。 

【変更前】 

（１）資本金の額    15,000,000円 

（２）資本準備金の額   6,829,248円 

（３）利益準備金の額       0円 

【変更後】 

（１）資本金の額    15,000,000円 

（２）資本準備金の額           0円 

（３）利益準備金の額       0円 

 

第 ２ 条（新設会社が本件分割により当社から承継する権利義務に関する事項の変更） 

新設会社が本件分割に際して原計画書別紙２「承継権利義務明細表」に記載された当社

からの資産のその他権利義務の承継に関しては、以下のとおり変更する。 

【変更前】 

１．承継する資産 

流動資産 15,000,000円 

固定資産  6,829,248円 

   

２．承継する負債 

流動負債  4,948,817円 

固定負債      0円 

【変更後】 

１．承継する資産 

流動資産 15,000,000円 

固定資産          0円 



   

２．承継する負債 

流動負債         0円 

固定負債     0円 

           

第 ３ 条（その他） 

 本新設分割計画変更書に定めるものの他は、変更前の新設分割計画書及び当該別紙２「承

継権利義務明細表」にしたがうものとする。 

以上 

 

2020年９月14日 

 

               東京都渋谷区南平台町15番13号帝都渋谷ビル４階 

               ブランディングテクノロジー株式会社 

 

               代表取締役 木村 裕紀 

 


